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第１　はじめに
　本号では、インドの知的財産に関連する2018年の
主要ニュースを取り上げ、その概要について、法
改正の背景等を含め解説する。インドの知的財産と
言っても、特許、商標、意匠等、その対象は幅広
く、インドで事業を展開する各日系企業の業務分野
によって関心の大きさも異なるものと思われる。そ

のため、2018年の１年を通じて日系企業の知財担当
者や知財法務を扱う弁護士等の専門家の間で話題に
なったトピックの中から、多くの日系企業に影響を
与え、かつ、今後の実務において重要と思われるト
ピックを取り上げ、その背景を含め解説した。読者
の皆様が、この１年におけるインドの知的財産に関
連する動きを振り返り、来年に向けたインドの知財
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戦略を考える上で、少しでも参考になれば幸いであ
る。なお、本号の内容は、2018年11月30日現在の情
報に基づくものである。

第２　2018年の主要ニュース
１．「 ス タ ー ト ア ッ プ・ イ ン デ ィ ア（Start-Up 

India）」政策に伴う特許規則の改正
（１）はじめに

インド政府は、2016年に、イノベーション及
び大規模な雇用機会を創出するプラットフォー
ムを設立することを目指し、「スタートアッ
プ・インディア（Start-Up India）」政策を公表
した。同政策においては、複雑な手続の簡素
化、資金調達支援・優遇策の提供、インキュ
ベーション・産学連携の促進という３分野にお
いて、様々なアクションプランが打ち出されて
おり、資金力、人員、設備等では大手企業に見
劣りするスタートアップ企業が、知的財産権を
戦略的に活用し事業を展開することで、競争力
を高めることが期待されている。

（２）スタートアップ企業の定義拡大
スタートアップ企業に対する各種支援策（特

許の早期審査制度、特許庁に支払う手数料の還
付請求制度等）の適用対象となるタートアップ企
業の範囲が拡大された。すなわち、2017年12月
１日、インド商工省産業促進局（Department of 
Industry Policy and Promotion：DIPP）は、2017
年特許（改正）規則（Patent （Amendment） Rules, 
2017）を発行し、2003年特許規則（Patent Rules, 
2003）を改正し、以下の全てを満たす企業が支援
の対象となるスタートアップ企業であるとした。
また、外国企業についても、以下の売上高及び
設立・登録期間の基準を満たし、その旨申告し
た場合、支援の対象となるスタートアップ企業
に該当することが明確化された。
・非公開会社（private limited company）として

設立されるか、又は、組合（partnership firm）、
もしくは有限責任事業組合（limited liability 
partnership）として登録されていること

・設立後７年以内であること（ただし、バイオ
テクノロジー関連の企業の場合は、設立後10
年以内）

・設立後、いずれの事業年度においても売上高
が２億5000万インドルピー（約４億円）を超
えないこと

・既存の事業の分割又は再編により設立された
ものではないこと

・製品又はサービスの革新、開発又は改善に取り
組み、雇用又は利益を創出する高い蓋然性を
有するビジネスモデルを有すること

（３）ファシリテーターによる出願支援
インド特許意匠商標局にファシリテーター

（Facilitator）と呼ばれる職員が配置され、スター
トアップ企業による、特許、意匠及び商標の出
願のサポートを行っており、代理して出願自体
を行うことも認められている。2018年11月時点
で、特許及び意匠出願につき427名、商標出願
で670名のファシリテーターが選任されている
とのことである。さらに、スタートアップ企業
は、ファシリテーターにかかる費用を負担する
必要はなく、出願手数料のみを納付すれば良い。
こうした制度を利用して早期に競争力のある知
的財産権を取得し、資金力、人員、設備等では
大手企業に見劣りするスタートアップ企業が知
的財産権を戦略的に活用し事業を展開すること
で、競争力を高めることが期待されている。

（４）小括
近年、日系企業とインド企業の連携が加速し

ており、特にITやヘルスケアの分野でのスター
トアップ企業に対する日系企業の投資が増加し
ている。日本政府も、インドのスタートアップ
企業との連携に強い期待を抱いており、2018年
５月には、「日印スタートアップハブ」の設立
が宣言された。その中では、インドの有望なス
タートアップ企業の日本への招聘や、日印両国
へのスタートアップ関連企業のミッション派遣、
インドにおける関係企業とのマッチングや、イ
ンキュベーション施設の無料提供等が盛り込ま
れている。また、2018年10月の日印首脳会談に
おいては、デジタル分野での新たなパートナー
シップ協定を締結する方針が示され、両国の間
で、AI技術の共同研究に加え、スタートアップ
企業や人材の相互交流を促進することとなった。


